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ジンコソーラージャパン株式会社又はその関連会社（「Jinko」といいます）は、2023 年 04 月 01 日及びそれ以

降に締結された売買契約に基づき販売された如何なる太陽光発電モジュール（「モジュール」といいます）に

ついて、最初の買主及びその承継者及び許可を受けた譲受者（「顧客」という）に対し、本書の内容と条件（「限
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1. 限定保証 

1.1  定義及び表の説明 
実測出力: 

実測出力とは、IEC61215 に基づき、測定誤差を考慮した情況下で、ワットで表示され、保証開始日後の如何

なる年間の特定の時点で STC により測定された「モジュール」の出力を指します。 

 

年間劣化率： 

保証開始日の 2 年目から適用される特定の型番の「モジュール」の出力限定保証期間の終了までの各年につ

いて、「Jinko」 は、当該型番「モジュール」が、表 1に記載されている当該型番の「モジュール」に対応する

年間劣化率を超えないことを保証します。 

 

劣化率： 

劣化率とは、以下の式に従って計算されパーセントで表される正の割合を指します。 

劣化率 = (公称出力-実測出力)/公称出力×100% 

 

初年度劣化率： 

保証開始日から最初の 1 年については、「モジュール」の劣化率は、表 1 の特定の型番の「モジュール」に

対応する初年度劣化率を超えないものとします。 

 

公称出力: 

公称出力とは、「モジュール」のオリジナルの製造銘板の出力規格（最大出力、Pmax）を指し、ワットで表さ

れ、STC で測定され、如何なる指定の正の公差は含まれません。 

 

標準テスト条件 (STC):  

① Air mass 1.5、②日射強度：1000W/㎡、③セル温度：25℃ 

 

保証開始日 

「Jinko」は、以下の日付の何れか早い日より、本書に記載されている限定保証を提供します。 

A. 「モジュール」製造日（製造日は「モジュール」のシリアル番号上でシリアル番号左側から始まる 7桁目

～11桁目において「年年月日日」(アルファベットは、以下の表で示される月に対応します)として表示し

ている日を基準とします）から起算して 180 日目 

アルファベット A B C D E F G H J K L M 

月 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

B. 最初の買主に「モジュール」を引き渡した日 

 

 

初年度出力割合： 

初年度出力割合とは、保証開始日初年度の最終日時点の「モジュール」の保証された実測出力を指します。 

初年度出力割合＝100%*（1-初年度劣化率） 

 

N 年目出力割合： 

N 年目出力割合とは、保証開始日後の２年目から 表 1 で規定されている該当する出力限定保証期間の終了時

までのＮ年目の最終日時点の保証された実測出力を指します。 
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N 年目出力割合＝100%*（1-(初年度劣化率+年間劣化率*（N-1）） 

2≤N≤限定出力保証総年数 

 

 

1.2 製品限定保証  
保証開始日から製品限定保証期間満了まで、「Jinko」は「モジュール」及びその各 DC コネクター及びケーブ

ル（「製品」という）について、設計、材料又は技術上「モジュール」の性能に影響を与える重大な欠陥が発生

しないことを保証します。重大な欠陥には、製品の外観の変化や通常の摩耗は含まれないものとします。 

 

1.3 出力限定保証  
保証開始日から最初の 1 年間、「Jinko」 は、「モジュール」の劣化率について、該当の初年度劣化率を超え

ず、 ２年目以降の各年についての「モジュール」の劣化率について、表 1 に記載され適用される年間劣化率
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かつ終局的なものとします。 実測出力のすべての測定では、検査の不確実性の影響を IEC 61215 に従って

考慮する必要があります。 

 

d) 「Jinko」 は、まず 2.1(c) に従って独立検査機関で発生した合理的な検査費用を負担するものとします。

当該費用には、送料、検査サービス、および保険等が含まれますが、これらに限定されません。 但し、独立検

査機関が「保証」の違反を確認できない場合、または独立検査機関が利用されなかった場合、或いは「顧客」

が「Jinko」の「保証」違反を立証することができなかった場合、「顧客」は、通知を受け取り次第速やかに「Jinko」

にかかるすべての費用を対応する通貨で補償するものとします。 

 

e)本「限定保証」に異なる規定があったとしても、同様の根本的な原因から生じ、本「限定保証」の譲渡前に

既に処理された及び/又は既に享受された保証利益の部分については、「Jinko」は、「限定保証」の承継者及び

許可を受けた譲受者に対して責任を負わないものとする。疑義を避けるため、「限定保証」の承継者及び許可

を受けた譲受者の利益は、前の「顧客」が請求した部分を含まないものとします。 

 

2.2 救済 

 

a) 救済措置 

 

「モジュール」が「保証」に違反した場合、「Jinko」 は独自の裁量により、次のいずれかの救済措置を提供す

るものとします。 

 

1) 欠陥のある「モジュール」を修理します。 この場合、「Jinko」 は修理プロジェクト計画を作成し、対象

「モジュール」の修理プロジェクトを実施するものとします。  

2) 欠陥のある「モジュール」を交換します。 このような場合、交換「モジュール」の実測出力は、交換され

た「モジュール」の理論上の最小残存保証出力を下回らないものとします。 

理論上の最小残存保証出力 = 公称出力 * (1 - (初年度劣化率 + 年間劣化率 * (N-1)) 

注: 年 N、0≤N≤出力限定保証期間 

3) 欠陥「モジュール」の残存価値を返金又は、理論上の最小残存保証出力と欠陥「モジュール」の実測出力

の出力差相当価値(以下の式で示します)を払い戻します。 

残存価値 = 現在価格����
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ル」と電気的に互換性があり、「限定保証」セクション 1 に規定されている保証劣化率に基づく供給または交

換時の元の「モジュール」の保証された出力以上の電気出力を有するものとします。上記にかかわらず、「Jinko」 

が上記の基準を満たす「モジュール」を提供できない場合、 2.2(b) に基づいて提供される追加または交換

「モジュール」は、上記の基準を最も実質的に満たしている「モジュール」を「Jinko」が提供するものとしま

す。  2.2(b) に基づく「Jinko」の修理、交換、または追加品の供給の履行は、いかなる「保証」期間も延長

しないものとします。 

 

元の購買契約で別段の合意がない限り、「顧客」は、不要「モジュール」を、適用される電子廃棄物の処理およ

び処分に関する法令に従って、自費で処分するものとし、同じものを如何なる方法でも再加工、再販売、また

は再利用してはなりません。「Jinko」 が当該「モジュール」を回収することを決定した場合、「モジュール」

の所有権は 「Jinko」 に帰属するものとみなされ、「Jinko」 は、元の場所から 「Jinko」 が指定した目的地

までの「モジュール」の配送に関連する輸送費を負担するものとします。 

 

c) 責任の免除 

本「限定保証」は、 2.2(c) の規定事由に該当した場合除外の対象となります。 「保証」は、以下の「モジュ

ール」または「
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８、その他 

本「限定保証」の条件は、「Jinko」 と「顧客」との間で締結される契約を基礎及び前提とし、且つ当該契約に

組み込まれ、その条項の拘束を受けるものとし、且つ「両当事者」は契約により本「限定保証」の条項を修正

することができるものとします。「Jinko」 は、別途通知をせずに、いつでも本「限定保証」を変更または更新

する権利を留保致します。 

以上 


